
●

募
集

認
定
こ
ど
も
園 

臨
時
職
員
募
集

　

認
定
こ
ど
も
園
き
ら
き
ら
及
び
す

ま
い
る
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
臨

時
職
員
の
募
集
を
い
た
し
ま
す
。
詳

し
い
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
各
こ

ど
も
園
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
認
定
こ
ど
も
園
き
ら
き
ら 

　
（
☎
９
３
㆐
２
２
８
８
）

•

遅
番
１
名
（
16
時
30
分
～
18
時
30

分
／
週
６
日
勤
務
）

•

保
育
教
諭
１
名
（
８
時
30
分
～
17

時
15
分
／
週
５
日
勤
務
）

•

給
食
１
名
（
８
時
30
分
～
17
時
15

分
／
週
５
日
勤
務
）

問
認
定
こ
ど
も
園
す
ま
い
る 

　
（
☎
９
３
㆐
３
５
８
３
）

•

遅
番
１
名
（
16
時
30
分
～
18
時
30

分
／
週
６
日
勤
務
）

●
内
容

　

文
化
協
会
舞
台
発
表
、
生
涯
学
習

作
品
展
示
、
い
き
い
き
健
康
・
福

祉
コ
ー
ナ
ー
、
式
典
、
公
民
館
講

座
舞
台
発
表
等

問
生
涯
学
習
課（
☎
８
１
㆐
５
１
５
１
）

●
お
知
ら
せ

10
月
15
日
㈪
～
21
日
㈰
は 

行
政
相
談
週
間
で
す

　

平
成
29
年
４
月
１
日
付
け
で
吉よ

し
だ田

末す
え
じ次

さ
ん
が
、
総
務
大
臣
か
ら
行
政

相
談
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
国
の
行
政
機

関
等
の
業
務
に
関
す
る
国
民
か
ら
の

苦
情
の
相
談
を
受
け
て
、
必
要
な
助

言
を
行
う
ほ
か
、
関
係
行
政
機
関
等

に
そ
の
苦
情
を
通
知
し
、
そ
の
解
決

の
促
進
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
業
務
の
遂
行
を
通
じ
て
得

ら
れ
た
行
政
運
営
の
改
善
に
関
す
る

意
見
を
総
務
大
臣
に
対
し
て
述
べ
る

こ
と
に
よ
り
、
行
政
の
改
善
に
貢
献

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。

●
相
談
所
開
設
に
つ
い
て

〔
日
時
〕
毎
月
第
３
水
曜
日　

　
　
　

  

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

〔
場
所
〕
中
央
公
民
館
２
階
会
議
室

※
都
合
に
よ
り
相
談
所
の
開
設
日
・

時
間
が
変
更
に
な
る
場
合
は
、
行

政
防
災
無
線
に
よ
り
事
前
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※
開
設
日
以
外
に
も
、
自
宅
に
お
い

て
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
自
宅

相
談
を
希
望
の
場
合
は
、
上
記
電

話
番
号
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

問
総
務
課
（
☎
８
４
㆐
３
１
５
６
）

各
種
年
金
保
険
料
の 

免
除
制
度
に
つ
い
て

　

所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
等
に

よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
本
人
の
申
請
に
よ

っ
て
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

❶
免
除（
全
額
免
除・一
部
免
除
）申
請

　

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ

れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
や
、
失
業
等
の
事
由
が
あ
る
場
合

に
保
険
料
が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部

免
除
と
な
り
ま
す
。

❷
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
、
配
偶

者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
以
下

の
場
合
に
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

❸
学
生
納
付
特
例
申
請

　

学
生
の
方
で
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
以
下
の
場
合
に
、
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

●
過
去
２
年
ま
で
遡
っ
て

　

免
除
申
請
が
で
き
ま
す

　

保
険
料
の
納
付
期
限
か
ら
２
年
を

経
過
し
て
い
な
い
期
間
に
つ
い
て
、

遡
っ
て
免
除
等
を
申
請
で
ま
す
。
た

だ
し
、
申
請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
と

き
に
障
害
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
な

ど
の
不
利
益
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
す
み
や
か
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

問
町
民
課
（
☎
８
４
㆐
３
１
５
２
）

10
月
１
日
は 

「
土
地
の
日
」
で
す
！

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を
し
た

場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
。

　

一
定
面
積
以
上
（
別
表
参
照
）
の

土
地
に
つ
い
て
、
売

買
等
の
取
引
を
し
た

場
合
に
は
、
国
土
利

用
計
画
法
に
よ
り
、

契
約
締
結
後
２
週
間

以
内
に
、
買
主
が
土

地
の
利
用
目
的
及
び

取
引
価
格
等
を
届
け

出
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

県
で
は
、
そ
の
利

知名町
情報コーナー
募集やイベント、
役場からのお知らせ

●
イ
ベ
ン
ト

第
28
回 

知
名
町
生
涯
学
習 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
開
催

　

11
月
２
日
㈮
～
４
日
㈰
、
お
き
え

ら
ぶ
文
化
ホ
ー
ル
「
あ
し
び
の
郷
・

ち
な
」
に
お
い
て
、
第
28
回
知
名
町

生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催

し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
後
日
配
布
さ

れ
ま
す
、チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
開
催
日
時

　

11
月
２
日(

金)

～
４
日(

日)

●
会
場

　

あ
し
び
の
郷
ち
な
及
び
町
民
体
育
館

吉田　末次
知名665-１
☎93-2783（　  　)

市街地区域 2,000㎡
市街地区域外の都市計画区域 5,000㎡
都市計画区域外の区域 10,000㎡

（別表）

広報ちな 2018.10 │ 10


